
町総務課　管財班　☎0187（84）1111申・問

eLTAX（エルタックス）を利用してみませんか
　eLTAX（エルタックス）は、地方税における申告手続など
を電子的に行うシステムです。自宅やオフィスなどからイ
ンターネットを通じて簡単に行うことができます。
　eLTAXを利用する場合は届け出が必要です。詳細は下
記ホームページをご確認いただくか、電話にてお問い合わ
せください。

地方税の電子申告

個人住民税 給与支払報告書、特別徴収の異動届出書 など

法人町民税 法人設立届出書、確定申告、予定申告 など

固定資産税
（償却資産） 償却資産申告

地方税共同機構　http://www.lta.go.jp
電話番号●0570-081459（ヘルプデスク）
受付時間●午前９時～午後５時 （土・日曜日、祝休日、12月29日～1月3日は除く）

eLTAXに関する
問い合わせ

■美郷町で利用できるサービス

税　務　課

・料金のお支払いに出向く手間がはぶけます。
・お忙しい方には最適！お支払いのうっかり忘れがなくなります。
・お支払いの用紙を紛失してしまう心配もなくなります。
・手数料も掛かりません！

口座振替のメリット

○秋田銀行  ○北都銀行  ○羽後信用金庫
○ＪＡ秋田おばこ  ○ＪＡ秋田ふるさと  ○ゆうちょ銀行

口座振替を希望する方は
次の取り扱い金融機関でお申し込みください

8月31日㈫は町県民税・国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料の納期限です
■各税の納期限（口座振替日）

項　目 期　別 納期限
（口座振替日） 期　別

１期・一括
１期・一括
２期

8月2日㈪
8月2日㈪
8月2日㈪

町県民税（普通徴収）
国民健康保険税（普通徴収）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）
固定資産税

２期
２期
２期

8月31日㈫
8月31日㈫
8月31日㈫

納期限
（口座振替日）

納め忘れが
ないかご確認
ください

①町税　②水道使用料　③
下水道使用料　④農業集落
排水施設使用料　⑤町営住
宅使用料　⑥児童クラブ利
用料　⑦こども園利用料　  
⑧学校給食費　⑨後期高齢
者医療保険料

町税や各種使用料
などの納付には

口座振替が利用できます

口座振替が
とても便利です

町税務課　☎0187（84）4902問

　町が所有している土地を一般競争入札により売り払いし
ます。購入を希望される方は、下記までお申し込みください。
物　　件●

申込期間●8月3日㈫～8月31日㈫
受付時間●午前9時～午後5時
申込場所●美郷町役場本庁舎１階　町総務課管財班　
そ の 他●物件の詳細については、申し込まれた方へ別途
　　　　　お知らせします。

町有地の購入希望者を募集しています

総　務　課

美郷町畑屋字熊野4番2 ほか
（畑屋郵便局横）

面積（㎡）町有地の場所区分

975.66土地

地目

宅地
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　今月の粗大ごみの収集は、下記のとおりです。
収 集 日●8月19日㈭
申込期間●8月10日㈫～8月16日㈪
　　　　　（平日の午前8時30分から午後5時まで）

今月の粗大ごみ収集について

　事前に美郷町シルバー人材センター
への申し込み（☎0187（84）0307）と
収集券の購入が必要です。
※詳しくは｢美郷町家庭ごみの分け方･
　出し方｣4ページをご覧ください。

ー
と

町住民生活課　環境安全班　☎0187（84）4903問
生涯学習課

美郷町学友館 ☎0187（84）4040問

あなたの好きな本を紹介してください！
心に残った本の紹介コンクールを開催します
　好きな本、感動した本、役に立った本など、ぜひ多くの人
に読んでもらいたい「心に残った本」について、あなたの絵
や言葉で紹介してみませんか？
表現内容●心に残った一冊について、本の紹介や感想・想
　　　　　いを文章や絵で表現してください。
応募資格●町内の小中学生、高校生、一般
応募点数●１人１作品まで
応 募 先●美郷町公民館、美郷町学友館、美郷町北ふれあ
　　　　　い館

応募方法●左記の応募先に備え付けている応募用紙に必
　　　　　要事項を記入し、8月31日㈫までお届けくださ
　　　　　い。なお、町内の小中学生については、各学校
　　　　　から配布される応募用紙に必要事項を記入し、
　　　　　学校を通じて応募してください。
そ の 他●入賞・入選作品は図書館事業の広報活動に使
　　　　　用させていただきます。また、出品作品はすべ
　　　　　て美郷町学友館に展示させていただきますの
　　　　　で、あらかじめご了承ください。

　これまで町では、可燃ごみの減量とリサイク
ルの推進のため、古着と古布の回収を年４回実
施していました。
　その古着と古布について、新型コロナウイル
ス感染症の影響により再資源化としての流通が
滞っていること、また、資源物としての受け入れ
先の確保が困難な状況が続いていることから、
令和３年度は回収を一時休止としますので、皆
さまのご理解とご協力をお願いします。

回収しても保管場所が
確保できません

新型コロナウイルス感染症の
影響で輸出できません

・再資源化できる古着や古布は、ご家庭での保管をお願いします。
・汚れがひどいものなど、再資源化できない古着や古布は「もやせるごみ」に出してください。！

古着・古布回収を一時休止します

住民生活課

町住民生活課　戸籍年金班　☎0187（84）4903問

人権擁護委員をご紹介します
　藤谷純子さん（西高方町）、髙橋智子さん（扇田）が７月１日付けで、
法務大臣から人権擁護委員の委嘱を受けました。任期は令和６年６月
30日までの３年間です。いじめや家庭内でのもめごと、近所でのトラ
ブルなど、身近なことで困っていることがありましたら、お気軽にご相
談ください。

■
髙
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】
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